
  

第４回団体自治検討部会次第 

 

                     ○平成22年９月８日(水) 午後７時00分から 

○西脇市生涯学習まちづくりセンター 

 １階 女性コーナー 

 

１  開  会 

 

２ 前回のおさらい 

  ○第２回団体自治検討部会で提案した条例原案に対する意見を踏まえた修正案を

提案し、協議を行った。 

  ○西脇市に必要なオプショナルパーツについて協議いただき、パブリックコメン

ト制度、行政評価については自治基本条例で規定することとし、法令遵守、コ

ンプライアンス制度については、行政の意見を踏まえ再度検討することとする。 

  ○その他、参画と協働の制度が必要であることから、西脇市型参画協働システム

について第４回部会で検討する。 

 

３ ワークショップ 

 ⑴ 条文原案の検討について 

  ※ 別紙「第４回団体自治検討部会会議資料」参照 

   

 

 ⑵ 参画と協働の制度について 

  ※参考資料「滋賀県守山市『市民が主役のまちづくり』を進める市民参画制度」 

       「西脇市参画と協働のガイドライン（概要版）」参照 

 

 

４ その他 

⑴ 今後の予定 

   第５回団体自治検討部会 平成22年 月 日（ ） ： から 

 

 ⑵ 他の部会の日程 

   総則検討部会   第４回 平成22年９月22日（水）19：00から 

            第５回 平成22年10月14日（木）19：00から 

   市民自治検討部会 第４回 平成22年９月９日（木）19：00から 

            第５回 平成 年 月 日（ ） ： から 

 

５ 閉  会 
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   第４回団体自治検討部会会議資料 

 

『第３回団体自治検討部会での検討を踏まえた参考規定』 

 

１  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 市 民 意 見 提 案 制 度 ）  

○名張市自治基本条例 

   第７章  参画及び協働 

    第１節  市政への市民参画  

 （政策形成及び実施過程への参画） 

第 28条  市は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、

市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は施

策を実施しようとするときは、市民に情報を提供し、意見を求めな

ければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 

２  市民に意見を求めるときは、パブリックコメントやアンケート調

査の実施、公聴会の開催などの適切な方法を選択するとともに、原

則として提示された意見に回答し、公表しなければならない。 

 

○朝来市自治基本条例 

   第３章  参画と協働 

 （意見公募制度） 

第 11条  市長等は、市民生活に大きな影響を及ぼす計画の策定若しく

は変更、条例の制定若しくは改廃又は施策の実施に当たっては、市

民に情報を提供し、意見又は提案を求めるための必要な措置を講じ

なければならない。 

 

○生駒市自治基本条例 

   第７章  市民参画、市民自治及び情報 

    第１節  市民参画 

 （条例制定等の手続） 

第 36条  市は、まちづくりに関する重要な条例を制定し、又は改廃し

ようとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、立案段階

から市民の参画を図り、又は市民に意見を求めなければならない。 

 ⑴  関係する法律等又は条例等の制定改廃に基づくもので、その条

例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合 

 ⑵  用語の変更等簡易な改正で、その条例に規定する事項の内容に

実質的な変更を伴わない場合 

 ⑶  前２号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者（以

下「提案者」という。）が不要と認めた場合 

２  提案者は、前項に規定する市民の参画等の有無及び状況に関する
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事項を付して、条例案を提出しなければならない。 

 （計画策定段階の原則） 

第 37条  市は、市の将来や市民生活に関係する重要なまちづくりの施

策の検討及び決定に当たっては、広く市民の意見を求めるとともに、

市の考え方を公表するものとする。  

 （計画策定手続） 

第 38条  市民に意見を求めるときは、意志決定過程で素案を公表し、

市民から出された意見及び情報を考慮して決定する制度やアンケー

トの実施、公聴会の開催など適切な方法を選択するとともに、原則

として提示された意見に回答し、速やかに公表しなければならない。 

 

○上越市自治基本条例 

   第５章  市政運営 

 （パブリックコメント） 

第 22条  市長等は、市の基本的な計画、重要な条例等を市議会に提案

し、又は決定しようとするときは、当該計画、条例等の案を公表し、

広く市民の意見を聴く手続をとらなければならない。 

２  市長等は、前項の手続により提出された市民の意見を尊重し、意

思決定を行うとともに、提出された意見に対する市長等の考え方を

公表しなければならない。 

３  第１項の手続及び前項の規定による公表については、別に条例で

定める。 

 

○杉並区自治基本条例 

   第９章  参画及び協働 

 （政策に係る区民等の意見提出手続） 

第 28条  区は、重要な政策及び計画の策定に当たり、事前に案を公表

し、区民等の意見を聴くとともに、提出された区民等の意見に対す

る区の考え方を公表しなければならない。ただし、緊急性を要する

ものは、この限りでない。 

 

○太田市まちづくり基本条例 

   第４章  参画と協働の市政運営 

 （意見公募） 

第 12条  市は、重要な条例、計画等の策定にあたり、事前に案を公表

し、広く市民の意見及び提案を求めるとともに、提出された市民の

意見に対する市長等の考え方を公表しなければなりません。 

２  市は、前項のほか、特定の地域を対象とするもの、生活に密着し

た施策の策定についても意見公募を行うよう努めます。 
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３  市の執行機関は、市民から提示された意見及び提案等を適切に施

策に反映させ、結果を定期的に公表します。 

 

○国分寺市自治基本条例 

   第３章  参加と協働 

 （参加と協働の推進） 

第６条  市は、次に掲げる政策の立案、実施及び評価のそれぞれの過

程において参加の権利を保障し、協働を推進します。 

 ⑴  基本構想及び基本計画その他の基本的政策を定める計画並びに

こ れ ら に 基 づ く 実 施 計 画 （ 以 下 「 基 本 構 想 及 び 基 本 計 画 等 」 と

いいます。）の策定 

 ⑵  市政の基本的な政策に関する条例及び市民等に義務を課し、又

は 権 利 を 制 限 す る 条 例 の 制 定 改 廃 （ 地 方 税 の 賦 課 徴 収 金 に 関 す

るものを除きます。） 

 ⑶  市民生活又は地域に影響を及ぼす重要な施策及び制度の導入 

 ⑷  重要な市の施設の設置又は運営に関する方針及び計画の策定 

 （参加と協働の方法） 

第７条  市は、前条に定める参加の権利を保障するため、事案に応じ

次の各号のいずれかの方法を用います。 

 ⑴  市の附属機関への委員としての参加 

 ⑵  公聴会、説明会、懇談会等への参加 

 ⑶  個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加 

 ⑷  パブリック・コメントへの参加 

 ⑸  アンケート調査その他必要と認める方法への参加 

２  市は、前条に定める協働の推進に当たり、市民活動団体、地域コ

ミュニティ等との連携を図ります。  

 

 

２  審 議 会 等 へ の 参 画  

○羽生市まちづくり自治基本条例 

   第８章  参画及び協働 

 （審議会等の委員の選任） 

第 27条  市は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令等に定めの

あるもののほか、市民からの公募によることを原則とし、男女の比

率、年齢等委員の構成に配慮するとともに、審議会等の設置の目的

に応じ識見を有する者を選任するものとする。 

２  審議会等の委員の選任等に関し必要な事項は、規則等でこれを定

める。 
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○伊予市自治基本条例 

   第４章  参画と協働の原則 

 （審議会等の運営） 

第 22条  執行機関は、審議会等（地方自治法（昭和22年法律第67号）

第  138条の４第３項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類す

るもので市が定めるものをいう。）を設置する場合は、その委員の

全部又は一部を公募により選任するよう努めなければならない。 

２  執行機関は、審議会等の会議及び会議録を、原則公開しなければ

ならない。 

３  前２項に規定する審議会等の委員の公募並びに会議及び会議録の

公開に関する手続その他必要な事項については、別に定める。 

 

○山口市協働のまちづくり条例 

   第４章  市政への参画 

 （附属機関等の委員） 

第 19条  市は、附属機関等（地方自治法（昭和22年法律第67号）第  

 138条の４第３項の規定により設置する審議会その他の附属機関及

びこれに類する合議制の組織をいう。次項において同じ。）の委員

に市民を選任するときは、その全部又は一部を公募により選考する

よう努めなければならない。 

２  市は、附属機関等の委員を選任するときは、男女比率、年齢構成、

地域性等を考慮し、幅広い分野から人材を登用することにより、市

民の多様な意見が反映されるよう努めなければならない。 

 

○上越市自治基本条例 

   第５章  市政運営 

 （審議会等） 

第 21条  市議会及び市長等は、審議会等の構成員（以下「委員等」と

いう。）の選任に当たっては、公平性に配慮し、選任の手続につい

て透明性を確保するよう努めなければならない。 

２  市議会及び市長等は、男女共同参画の本旨にのっとり、委員等の

選任に当たっては、男女の構成比に配慮しなければならない。 

３  市議会及び市長等は、市民から公募し、選任した人を委員等に含

めるものとする。 

４  市議会及び市長等は、市民との情報共有を図るため、別に条例で

定めるところにより、審議会等の会議の公開等を行うものとする。 
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３  法 令 遵 守 、 公 益 通 報  

○防府市自治基本条例 

   第７章  行政運営 

 （法令遵守） 

第 20条  市長等は、行政運営に当たっては、法令等を遵守するととも

に、法令等遵守のための体制を整備するよう努めなければなりませ

ん。 

 （公益通報） 

第 21条  市の職員は、市政の運営において市民等の信頼を損なう違法

又は不当な事実があることを知ったときは、公益の損失を防止する

ため速やかにその事実を通報しなければなりません。 

２  公益通報を行った市の職員は、その公益通報を行ったことを理由

に不利益な扱いを受けないことを保障されます。 

 

○上越市自治基本条例 

   第５章  市政運営 

 （法令遵守） 

第 28条  市議会及び市長等は、法令の遵守及び倫理の保持のための体

制整備を図り、常に適法かつ公正な市政運営に努めなければならな

い。 

 （公益通報） 

第 29条  市長等は、適法な市政運営を確保するため、市政運営に係る

違法な行為について、市の職員等から行われる通報を受ける体制を

整備するとともに、通報者が当該通報を行うことにより不利益を受

けないよう適切な措置を講じなければならない。 

 

○名張市自治基本条例 

   第６章  市政運営 

 （法令遵守と公益通報） 

第 20条  市は、市政を常に適法かつ公正に運営しなければならない。 

２  市は、市政運営上の違法行為又は公益の損失を防止するため、職

員の公益通報に関する仕組みを定めなければならない。 
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４  行 政 評 価  

○上越市自治基本条例 

   第５章  市政運営 

 （評価） 

第 25条  市長等は、効果的かつ効率的な市政運営を図るため、行政評

価を行い、その結果を施策の改善及び見直しに速やかに反映させる

よう努めるとともに、当該評価の結果並びに改善及び見直しの内容

を分かりやすく市民に公表しなければならない。 

２  市長等は、前項の行政評価について、市民が参加することができ

る評価の手法及び第三者による評価の手法をとり入れるよう努めな

ければならない。 

 

○名張市自治基本条例 

   第６章  市政運営 

 （行政評価） 

第 25条  市は、効果的で効率的な市政運営と総合計画の進行管理を行

うため、行政評価を実施し、その結果を施策の見直し、組織の改善

等に速やかに反映しなければならない。 
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参考資料  

滋賀県守山市 

「市民が主役のまちづくり」を進める市民参画制度 

           ～守山市ホームページから抜粋～ 

 

 市政運営の基本方針とする「市民が主役のまちづくり」を推進する

ために、市の計画や政策や施策などの企画立案、実施、評価の各段階

の適正な時期に市民参画を求め、市民の意見やアイデアを少しでも多

く生かせるように取り組んでいきます。 

 

【市民参画の時期】 

 

 

 

 

 

【市民参画の方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策や施策の

企画立案段階 

政策や施策の

実施段階 

政策や施策の

評価段階 

○審議会等の設置 

 市 の 基 本 的 な 政 策 や 施 策 等
の 企 画 立 案 段 階 に お い て 、 専
門 的 、 技 術 的 な 立 場 か ら 審 議
し 、 市 長 等 に 対 し て 答 申 や 報
告 を も ら う 必 要 が あ る 場 合 に
設置します。 

○市民アンケートの実施 

 広 く 市 民 の 意 向 等 を 把 握 す
る た め に 、 設 定 さ れ た 項 目 や
設 問 に 対 し て 一 定 期 間 内 に 市
民 か ら 回 答 を 求 め る も の で
す。 

○市民ワークショップ 

 市 民 が 自 由 に 意 見 や ア イ デ
ア を 出 し 合 い な が ら 、 課 題 や
問 題 点 等 を 洗 い 出 し 、 そ の 解
決 方 法 を 導 き 出 す 中 で 、 よ り
良 い 方 法 を 提 案 し 合 意 形 成 を
図る方法です。 

○市民説明会の開催 

 市 民 に 対 し 直 接 、 概 要 や 市
の 考 え 方 を 説 明 し 、 市 民 か ら
幅 広 く 様 々 な 意 見 を 聴 く 必 要
が あ る 場 合 や 市 民 に 理 解 を 求
める場合に開催します。 

○パブリックコメント 

 計 画 等 の 原 案 が ま と ま っ た
段 階 に お い て 、 そ の 趣 旨 や 内
容 等 を 公 表 し 、 広 く 市 民 の 意
見 や 提 案 を 求 め 、 そ の 意 見 等
を 考 慮 し て 、 計 画 等 の 最 終 案
に反映させていきます。 

○市民意見聴取制度 

 市 の 基 本 的 な 政 策 や 施 策 等
の 計 画 等 の 企 画 立 案 段 階 に お
い て 、 広 く 市 民 の 意 見 や ア イ
デアを聴く制度です。 
 ■市民 100 人委員会 
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【市民参画の取組方針】 

○説明責任 

 市は、市政に関する政策や施策を市民に分かりやすく説明します。

また、市は、市民からの市政に関する質問、意見、要望等に対し、速

やかに、かつ、誠実に応えるよう努めます。 

 

○市民意見の聴取 

 市は、まちづくりに関する重要な政策や施策の決定、市の条例、規

則等の策定や変更に当たっては、市民から広く意見等を聴取します。 

 

○意見などの取扱 

 市は、広く市民の意見等を聴くための市民参画の手続を行なった場

合、その意見等を総合的かつ多面的に検討し、今後の取組に反映・活

用していきます。 

 

○会議の公開 

 審議会その他の附属機関等の会議は、原則として公開するものとし

ます。 

 

○審議会等の委員 

 市は、審議会その他の附属機関等の委員に市民を委嘱する場合は、

委員の年齢構成や男女比率、任期、他審議会等との兼職状況等に配慮

するとともに、委員の一部を公募により選考するよう努めます。 

○市民広聴制度 

■市長への手紙 
 市 政 に 対 し て 、 市 民 か ら の
意 見 や 提 言 を 文 書 で 市 長 へ 提
出 し て も ら い 、 そ の 意 見 や 提
言 に つ い て 回 答 す る 制 度 で
す。 
■おでかけ市政トーク 
 市 長 等 が 市 民 グ ル ー プ や 団
体 か ら の 要 請 に 応 じ て 出 向
き 、 直 接 市 政 や ま ち づ く り に
つ い て 意 見 を 聴 き 、 市 政 運 営
に活かしていく制度です。 
■地域行政懇話会 
 学 区 内 の 自 治 会 長 等 と 市 長
等 が 、 各 学 区 全 域 に 関 わ る 課
題 を 中 心 に 意 見 交 換 を 行 う 制
度です。 

○市民提案制度 

市内 に活 動 拠点 のあ る 市民
公益 活動 団体 等が 、自 ら掲 げ
るテ ーマ や市 が定 めた テー マ
につ いて 提案 し、 また は提 案
した 上で 市の 協力 を得 なが ら
自ら実施する制度です。 
■市 民提 案型 まち づく り支 援
事業 



 3 

○公表の方法 

 市は、市民参画の手続に関する事項を公表する際、次の方法による

ものとします。 

 ⑴  担当窓口での供覧または配布  

 ⑵  広報もりやまへの掲載 

 ⑶  市ホームページへの掲載 

 ⑷  その他の市出先機関（公文書館、各地区会館、市民サービスセ

ンター、駅前総合案内所等）での供覧または配布 

 

■企画立案段階における主な市民参画制度 

 【パブリックコメント手続】 

   計画等の原案がまとまった段階で、その趣旨や内容等を公表し、

市 民 の 意 見 や 情 報 を 求 め 、 そ の 意 見 等 を 考 慮 し て 、 計 画 等 の 最

終 案 を よ り 良 い も の と し て く と と も に 、 意 見 等 に 対 す る 市 の 考

え方も公表していく手続です。 
 

 【市民 100人委員会制度】 

   市の基本的な政策や施策等の企画立案段階、例えば、基本的な

方 向 性 や 考 え 方 が 定 ま っ た と き 、 あ る い は そ の 素 案 や 骨 子 の 段

階 に お い て 、 広 く 市 民 の 意 見 や ア イ デ ア を お 聴 き す る 場 と し て 、

ま た 、 委 員 が ま ち づ く り に つ い て 自 主 研 究 を 行 う と と も に 、 市

へ 具 体的 な 政 策 提 言 等を 行 う 場 と し て 「 市民 100人 委 員 会」 を 設

置しています。 

 

■評価・見直し段階における主な市民参画制度 

 【おでかけ市政トーク】 

   市長や市職員が市民等のグループや市民の要請に応じて出向い

て 、 ま ち づ く り に つ い て の 意 見 交 換 を 行 い 、 市 民 の 声 を 市 政 運

営に活かしていく制度です。 
 

 【市長への手紙】 

   「市民が主役のまちづくり」を目指し、市民と一体となったま

ち づ く り を 推 進 す る た め 、 市 民 の 皆 さ ん か ら の 意 見 や 提 言 を 市

政 に 活 か す 方 策 を 考 え る と と も に 、 手 紙 を く だ さ っ た 市 民 の 皆

さんへその回答を送っています。 
 

 【地域行政懇話会】 

   市が重要課題として取り組む事業や各学区全域に関わるか課題

に つ い て 、 市 民 と 行 政 が 意 見 交 換 を 行 い 、 互 い に 課 題 を 意 識 し

ながら協働のまちづくりを推進します。 
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■その他の主な市民参画制度 

 【市民提案型まちづくり支援事業】 

   市民公益活動団体が自主的、自発的に取り組むまちづくり活動

の 提 案 を 審 査 し 、 採 択 し た も の に 対 し て そ の 事 業 に 必 要 と な る

経 費 を 各 区 分 （ 自 由 提 案 ・ テ ー マ 設 定 型 ） の 設 定 金 額 に 応 じ て

助 成 す る も の で す 。 こ の 事 業 の 実 施 に よ り 、 社 会 や 地 域 の 課 題

解 決 に つ な が り 、 さ ら に は 新 た な 公 共 の 担 い 手 が 創 出 さ れ 、 協

働による行政運営の機運が高まることを目指しています。 




